


エンディングサポート

当事務所では、認知用などで判断能力が衰えた際に備える「任意後見契約」と、死
亡後に役所での諸手続き・葬儀埋葬当を委任する「死後事務委任契約」をおすすめし
ております。将来、認知症になったとき、各種支払い等の不安がある方や相続人がお
らず死後の手続きが不安な方が、事前に契約を締結することで認知症時や、死後の事
務に関する不安を解消する支援を当事務所が行います。

１．任意後見契約はどんな契約ですか？
任意後見契約とは、ご本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になっ

た場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ人や法人（将来の任意後見人）に、財産の
管理や生活に必要な契約・手続き等を行うための代理権を与える契約です。

資産・貴重品の管理や収入・支出の管理を通じて大切な財産を守ります。
【主な内容】

①不動産、預金などの財産の管理、処分、契約締結
②収入及び支出の管理
③銀行、郵便局など金融機関との取引
④相続手続き

財産管理



介護契約や施設の入所契約など、健康や生活環境を整えます。
【主な内容】

①医療契約締結や費用の支払い、医師から治療法の説明を受ける際の同席など
②施設の入所や介護サービス利用等に関する本人との話合い・情報収集・利用
手続き・契約締結・費用の支払いなど

身上監護

２．任意後見契約を締結するにはどうしたらいいですか？
公証役場にて、任意後見契約を締結します。

３．死後事務委任契約はどんな契約ですか？
死後事務委任契約は、お客様を「委任者」当事務所を「受任者」とする委任契約の

一種で、死後に必要なあらゆる手続きの執行を、ご家族に代わってお引き受けする契
約です。

当事務所が死後に必要な手続きの執行を行います。
【主な内容】
①役所での諸手続き
②葬儀・埋葬
③遺品整理（家の片づけ）
④各種契約の解約・精算

死後事務委任



４．サービスの利用の流れを教えてください。

１．初回相談（相談料無料）
ご自身の認知症の際のご不安や、死後の処理について不安・疑問に思っていることや
「自分がなくなったらこうしてほしいといったご希望を伺い、不安の解消や、ご希望の
実現のために必要な手続きについてアドバイスし致します。

２．業務委託契約の締結
当方と死後事務委任契約を結ぶことを決めていただいた場合、まず、業務委託契約を
結びます。業務依頼契約は、①契約書の書類作成②死後の諸経費の資産③資料収集及び
現地調査などの作業を当事務所に依頼する契約です。

３．諸経費と報酬のお見積り
葬儀・埋葬費用や遺品整理費用、家賃や公共料金の支払いなど、ご相談時にお伺いし
た情報を元に、任意後見契約や死後の処理に必要な諸経費及び報酬の見積もりを行いま
す。

４．契約書案の作成
ご相談時にお伺いしたご希望の内容に基づいて、死後にどのような手続き・処理を行

うのかを記載した契約案を作成します。

５．文面確認のためのお打合せ
諸経費・報酬のお見積りと、作成した契約書案の文面をご確認いただきます。



相
続

生前 死亡後

【任意後見契約】を締結
ご健在の時公証役場にて作成し
ます。

【死後事務委任】を締結
ご健在の時公証役場にて作成しま
す。

【任意後見開始】
財産管理→資産・貴重品の管理や収
入・支出の管理を通じて大切な財産を
守ります。
身上監護→介護契約や入所契約など、
健康や生活環境を整えます。

【死後事務委任】開始
財産管理→資産・貴重品の管理
や収入・支出の管理を通じて大
切な財産を守ります。
身上監護→介護契約や施設の入
所契約など、健康や生活環境を
整えます。
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★後見契約と同時に締結すれば一度で済みます。

５．契約期間中の流れについて教えてください。



６．業務を依頼するときの、金額について教えてください。
（１）任意後見契約
契約書の作成費用は10万円～となっており、任意後見契約作成

時の財産の額によって変動します。（公証役場で作成する際の、
公証人手数料は除きます。）
（２）死後事務委任契約
ご自身に必要な手続きを自由に組み合わせてご利用いただけま

す。（例えば、戸籍取得手続き、住居内の遺品整理・納税手続
等）
一通り必要な手続きをご依頼いただいた場合、報酬額は概ね50

万円前後になります。




